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道路除雪における積算方法等の改善について

資料５
令和元年11月27日 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会
維持管理部会 （令和元年度 第2回）



⃝ 土木工事標準積算基準書において、新設除雪、歩道除雪、凍結防止、雪道巡回、待機などの工種ごとに歩掛
（機械、労務、材料）を設定。

⃝ 今冬にも施工実態調査を行った上で、必要な見直しを検討。

道路除雪工の労務歩掛

１．道路除雪工の積算基準改定にかかる経緯

平成30年12月に開催された「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり
方に関する懇談会（維持管理部会）」において、道路除雪における積算方法等の改善として、
「①除雪作業の契約方法の改善」「②予定価格の適正な設定」「③保険の活用等の取り組み」に
ついて審議された。
その中で、業務環境及び実態を踏まえた適切な積算等の改善に取り組むべきとの意見を踏まえ、
「②予定価格の適正な設定」を確認するため、道路除雪工の施工実態調査を前倒しして実施。
＜ 参考 ＞

◆今後のスケジュール
除雪作業は維持工事に含めて発注することが多いことから、通常４月に行う歩掛改正を、令和２年度の早期
発注に間に合うよう、令和元年内に歩掛一部改正の手続きを進める予定。
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２．調査結果 ～H30年度施工合理化調査の結果～
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■除雪作業世話役
○現行基準
・除雪機械５台ごとに除雪作業世話役を１名計上。

○調査結果
・除雪機械平均３．３台ごとに除雪作業世話役が配置。

■積込機械の補助労務
○現行基準
・運搬除雪において、積込機械１台に組合わされる機械の１群
に対して、積込補助作業員３名を計上。

○調査結果
・積込補助作業員は、平均約２.５名。

【積込補助作業員の作業内容】
・運搬除雪の補助として人力で
なければ掻き出せない箇所の
掻き出作業など

【除雪作業世話役の作業内容】
・運転手への作業の指示
・出動の判断
・除雪作業中及び待機中に気象
や交通状況等の収集（情報連
絡）を行う
・天候の変化及び道路環境等に
対応した除雪機械の配置

補助作業員
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